
参考                         北九州市環境ミュージアム条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

 （供用時間） 

第２条 北九州市環境ミュージアムの供用時間は、午前９時から午後５時までとす

る。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 （休館日） 

第３条 ミュージアムの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要が

あると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を指定することができる

。 

 （１） 月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号

）に規定する休日に当たるときは、その翌日） 

 （２） １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

 

 （供用時間） 

第２条 北九州市環境ミュージアム（展示室を除く。）の供用時間は、次の各号に

掲げる日に応じ、当該各号に定める時間とする。 

  

（１） 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日 午前９時から午後５時まで 

 （２） 前号に掲げる日以外の日 午前９時から午後７時まで 

２ 北九州市環境ミュージアム（以下「ミュージアム」という。）の展示室の供用

時間は、午前９時から午後５時までとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、供用時間

を変更することができる。 

 （休館日） 

第３条 ミュージアムの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要が

あると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を指定することができる

。 

 （１） 月曜日 

  

（２） １月１日 

 

 

 


